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「労働安全衛⽣法施⾏令の⼀部を改正する政令」（令和７年政令第 35 号）及び「労働安全衛⽣規則の⼀部を改正
する省令」（令和７年厚⽣労働省令第 12 号）が 2/19 付けで公布されました。 
  
関係法令 
【改正政令及び改正省令（令和７年２⽉ 19 ⽇交付）】 
・「労働安全衛⽣法施⾏令の⼀部を改正する政令」（令和７年政令第 35 号）改め⽂ 
 URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415962.pdf 
・「労働安全衛⽣規則の⼀部を改正する省令」（令和７年厚⽣労働省令第 12 号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415963.pdf 
【告⽰】 
・「労働安全衛⽣法施⾏令第⼗⼋条第三号及び第⼗⼋条の⼆第三号の規定に基づき厚⽣労働⼤⾂の定める基準の
⼀部を改正する件」令和７年厚⽣労働省告⽰第 24 号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415969.pdf 
・「労働安全衛⽣規則第五百七⼗七条の⼆第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚⽣労働⼤⾂が定める
ものの⼀部を改正する告⽰」（令和７年厚⽣労働省告⽰第 25 号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415970.pdf 
  
関係通達等 
【政省令】 
・労働安全衛⽣法施⾏令の⼀部を改正する政令等の施⾏について（令和７年２⽉ 19 ⽇付け基発 0219 第４号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415985.pdf 
【告⽰】 
・「労働安全衛⽣規則第五百七⼗七条の⼆第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚⽣労働⼤⾂が定める
ものの⼀部を改正する告⽰」について（令和７年２⽉ 19 ⽇付け基発 0219 第５号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415988.pdf 
・「労働安全衛⽣法施⾏令第⼗⼋条第三号及び第⼗⼋条の⼆第三号の規定に基づき厚⽣労働⼤⾂の定める基準の
⼀部を改正する件」の告⽰について（令和７年２⽉ 19 ⽇付け基発 0219 第６号） 
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001415990.pdf 
  
上記通達を含め、化学物質関係の関連通達は以下のＵＲＬで掲載しています。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html 
 
 


